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【A. 取り組みの全体像】

２．各自治体における取組概要｜府中市（１／４）

1.自治体の概要

自治体名 府中市 担当部局名 府中市教育委員会 学校教育課 人口 36,563（人）
＜令和5年1月1日現在＞

自治体
内連携

庁内連携部局 府中市教育課程研究センター、生徒指導支援チーム
政策企画課等の市長部局および「予防的支援チーム」（令和5年4月をめどに発足予定）

庁内連携内容
※会議体、情報共有

子どもが健全な学校生活を送る上で妨げとなるような背景の共有（虐待や貧困、家庭環境に関する個別ケースの対応
方針、児童の保護者からの発達相談の内容、保護者の就労状況の情報等）

2.形成をめざす地方版連携PFの姿

従前の取り組み

※重層の取り組み、外
部組織連携、地域
コミュニティ形成等

• 【生徒指導支援チーム】不登校対策として、サードプレイスともなる適応指導
教室を市内複数個所に設置済み。学校外を含めた生活全般の問題解決
に向け、そこで把握した情報と、学校側で把握している情報との連携を実施

実現したい状態

※構築する仕組み／支
援対象の住民を取り
巻く環境

 児童生徒の生活全般がバックアップ
されており、児童生徒にとって学校や
家庭以外の居場所や接点が確保さ
れている状態

 PFの構成メンバー同士の情報共有を
促進するために、状況に応じた情報共
有の頻度や方式のあり方を確立して
いる状態

 子どもたちとの接点を入り口として、そ
の保護者や家庭に対しても、支援の
手を差し伸べることができている状態

調査 • 不登校児童生徒数、いじめ認知件数の調査
• 民生委員の巡回・訪問による情報収集

構想・方針 • 子どもが健全な学校生活を送るためには、学校外を含めた生活全般
の問題を解決する必要があると認識し、子どもにとっての第三の場所
を提供しながら、学校と学校外の支援機関の連携強化を図る

体制 • 学校教育課に加え、適応指導教室指導員・スクールソーシャルワー
カー・スクールカウンセラー・スクールガードからなる「生徒指導支援チー
ム」を組成し、その構成員経由で民間団体や府中警察署と連携

実施 • 適応指導教室の設置による相談の受付、児童生徒の受け入れ
• 生徒指導支援チーム構成メンバー各々の活動

評価・検証等 • 情報共有が一定程度行われてきたが、教育委員会学校教育課の
担当者に負担が集中しており頻度も少ない。会議も開催していない。

3.地方版連携PFにおける連携体制

連携先
支援団体名

• 外部団体については、要保護児童対策地域協議会、社会福祉協議会、PTA連合会、府中市
コミュニティ・スクール協議会、民生委員・児童委員の関連団体との連携を今後検討見込み

• スクールソーシャルワーカーを含む生徒指導支援チームとつながりのある団体等も将来の連携候補

選出・打診時
の工夫

児童のデリケートな情報を取り扱う可能性もあ
ることから、教育委員会や学校との連絡・協議
の場を既に有しており、信頼関係のある団体を
今後選出していく可能性が高い。

協議体
(既設/新設)

新設

支援団体との
連携内容

家庭内の問題の性質や問題の深刻度合いに応じて関与する機関・団体が変わってくる中でも、一貫
したフォロー行えるようにするため、児童や保護者の情報共有や対応検討を行うことを想定する。

4.PF連携による価値や工夫_考え方

 学校や適応指導教室といった児童生徒に近い立場で、彼らの悩み事を日々収集
している教育委員会が主導して、学校外の機関や庁内関係部署と連携を強化

 各学校（スクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラー等含む）、適応指導教
室（スマイルルーム）、要対協、民生委員・児童委員、社協など様々な主体は、
問題の性質や深刻度合いに応じて関与するタイミングが異なるが、それらがシームレ
スに連携し、状況に応じた協力関係を築くことを目指していること

 上記の教育委員会主導の取り組みが発展して、次の段階として市長部局などより
広い関係機関との連携に至ったこと（令和5年4月をめどに、虐待やいじめ・不登校
等を未然に防ぐための予防的支援を行うためのプラットフォームが発足予定）
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【B.連携PFイメージ】

２．各自治体における取組概要｜府中市（２／４）

【府中市】 【外部団体】

様々な問題を抱える児童・生徒

いじめ 虐待

不登校 無気力

貧困 情緒不安定

児童生徒の生活面全般の支援
✓ 適応指導教室の運営、不登校の児童生徒向けの居場所の提供

✓ スクールカウンセラーによるカウンセリング、スクールソーシャルワーカーに

よる外部機関へのつなぎ

✓ 予防的支援チームによる実態の把握、家庭と子どもの状況の紐づけ

（予定）

【その他分野】 【福祉分野】 【教育分野】 【社会福祉協議会等】 【NPO/民間企業】 【住民団体・活動】

民生委員・児童委員による支援
✓ 各地区での見守り活動

✓ 各学校の授業時間を活用した防災学習・宿泊学習の実施

フードバンク

法テラス

広島県警府中警察署

潜在的な連携先となる

外部団体を「開拓」し連携
衣類バンク

等々

生活保護窓口等

市長部局

連絡協議会や研修会で
各校の動向を共有 民生委員

児童委員府中市教育委員会

女性・子ども課
要保護児童対策
地域協議会

学校や児相に寄せられた相談内容の共有

予防的支援チーム

✓ 虐待やいじめ・不登校等
を未然に防ぐため、市長
部局と教育委員会が連
携して発足予定

✓ 構成員は今後検討予定

府中市教育委員会
学校教育課

適応指導教室指導員
（地域、教員OB等）

スクールカウンセラー

スクールソーシャルワーカー

スクールガード

生徒指導支援チーム
✓ いじめの認知件数、不登校児童生徒数の増加
傾向、その他象徴的な事案を背景に設立

✓ 不登校児童・生徒の受け皿となる市内数か所の
「適応指導教室」を中心に横断的な主体が連携

社会福祉協議会

市内PTA連合会
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８.孤独・孤立対策を公表した際の反響

• 市内の全小中学校においてアプリを導入することが複数メディアで報道された。数百件の相談が寄せ
られ、想定以上の反響があったため、配置する相談員の数を増員することになった。

• 庁内横断的なプラットフォームとして、虐待やいじめ・不登校等を未然に防ぐための予防的支援を行
うチームを令和5年度4月を目途に設立するという旨を、市政運営の基本方針の中で明示し、市長
が議会の場で説明した。

【C.試行的事業一覧】

２．各自治体における取組概要｜府中市（３／４）

７.次年度以降に向けた事業等の案
※PDCAサイクルに照らして次年度以降に取り組んでいく事業イメージ（あれば）を例挙

• いじめ相談アプリの導入を継続し、相談員を教育委員会内部で育成することを検討
• アプリ相談を通じて困難を抱える児童および家庭について多くのデータが集まってきたことで、そ

れらをプライバシーに配慮した上で孤独・孤立に係る問題の現状分析に役立てることも検討中
• 上記を踏まえ、庁内横断的なプラットフォームとして、虐待やいじめ・不登校等を未然に防ぐた

めの予防的支援を行うチームを令和5年度4月を目途に設立し、教育委員会と市長部局等
の連携を予定。※その他の庁内部署や外部団体の参画も今後、検討予定

6．本年度に取り組む試行的事業の概要

試行的事業の
ポイント・工夫

○児童生徒に対してアプリ事業者による出張授業を実施し、いじめに対する対処方法やアプリの

使い方、アプリの意義・趣旨を丁寧に周知したこと。また、いじめに関わらず幅広に悩みごとを

相談するように呼び掛けたこと、地元メディア等のマスコミを活用して大々的に市民へ周知した

ことも工夫として挙げられる。

○地域と学校のつながりを深める特別活動の重要性について、教育講演会を通して、地域関係

者や学校関係者に広く呼び掛けたこと。
周知ふ

事業名称 事業内容 目的／期待効果・KPI 実施時期 発注先（予算）

1
いじめ相談
アプリの導入

【アプリ導入の狙い】
• 既存の相談窓口にアプリを加えることで相談体制を拡充し、児童生徒がア

クセスしやすい窓口を構築する
• 児童生徒の幅広い悩みを把握・分析する
【周知方法】
• 児童生徒向けには、アプリ事業者によるいじめに関する出張授業を実施し、

その場で各自のタブレット端末にアプリをインストールさせることで、アプリの使
い方や使用目的を周知

【他機関との連携】
• 警察と連携し、緊急性の高い事案に対する対応体制を構築

• アプリを導入することによって把握することができた相
談の件数及び相談内容を明らかにする

• 導入終了後のアンケートを通して、児童生徒に対
する影響を分析する

✓ 令和5年1月16日から令和5年2
月28日まで

スタンドバイ株式会
社
（197万円）

成果検証項目 ➢アプリに寄せられた相談件数：
延べ850件（現時点）

➢導入期間終了後のアンケート
（2/28以降に受領した情報を
追記予定）

2 教育講演会

【講演内容】
• 生徒指導と特別活動のコラボのような新たな試みで、学級や学校からはじ

き出された児童生徒の孤独・孤立の問題に対して、いかに集団づくりの観
点から取り組むかについて講演予定

【講演者】
• 文部科学省 安部視学官
【参加者】
• 市役所の各課や校長会、警察署、保護司会、民生児童委員、ＰＴＡ

連合会など、様々な方面から１７名が参加予定

• 参加者に孤独・孤立の問題を認識してもらい、地
域を巻き込んでいじめの未然防止につなげる

✓ 令和5年2月17日開催 文部科学省 安部
視学官
（交通費・宿泊費
のみ）成果検証項目 ➢参加者向けアンケート：「地域

の居場所づくりが子どもの自己肯
定感の向上につながることを認
識した」、「地域の子どもを地域
で守り育てていきたい」、「地域の
教育力を借りて、不登校生徒の
ために楽しい学校づくりを実践し
たい」等のコメント有り
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【D.留意点】

２．各自治体における取組概要｜府中市（４／４）

(ア)

初期段階

(イ)

準備段階

(ウ)

設立段階

➢ 現況把握

➢ 適応指導教室に来る子どもや保護者からの相談
や、スクールカウンセラー（以下、SC）によるカウン
セリングにて、児童生徒の悩みごとを個別に蓄積。

➢ その他学校で行われるいじめのアンケートや、不登
校児童数、いじめの認知件数の調査で、学校内
外の実態を把握。

②孤独孤立に係る地域の現況把握 ➢ 現況把握

➢ 近年のいじめ認知件数・不登校児童生徒数の増
加傾向や、コロナ禍によって子どもの状況が正確に
把握できないことを受け、子どもの健全な学校生
活を妨げる複合的な問題の解決に乗り出すため、
いじめや虐待等の個別の事象にあえて限定せず、
広く孤独・孤立の問題に取り組むことになった。

③孤独孤立に係る課題・当面の対象設定

➢ 現況把握

➢ 既存組織としては、教育委員会学校教育課と、専門職である適応指導教室
指導員・スクールソーシャルワーカー（以下、SSW）・SC・スクールガードからなる
「生徒指導支援チーム」（令和３年度組成）がある。

➢ チームでは、従来の学校で行われる調査によって児童生徒の実態を正確に把
握することの限界や、健全な学校生活や学力向上のためには子どもの生活そ
のものへのアプローチが必要不可欠であることについて、意識の統一を図った。

➢ 既存施策の棚卸し調査かけたとか

➢ 現況把握

➢ これまでは問題に対して、通告や相談を受けてケースごとに対応するといった流れ
になっていたが、虐待やいじめ・不登校等を未然に防ぐための「予防的支援」を
行うことを主な方針とする。

➢ 上記にあたっては、教育分野にとどまらないさまざまな分野の課題に対応する
体制を整備するために、市長部局・教育委員会が連携して庁内のチームを設
立し、総合的な施策を実施する。

② PFの方針・備えるべき機能・協議事項等の設定① PF設立に向けた既存組織・施策の棚卸し

➢ 現況把握

【庁内】

➢ 「生徒指導支援チーム」が主体となり、チーム内の情報を連携することによって、
要支援者の正確な把握を図る。

➢ 令和５年4月に市長部局に発足する女性や子どもの「予防的支援」を行うチームに
教育委員会が参画予定であり、虐待やいじめ・不登校を未然に防ぐために連携予定。

➢ 現況把握

【外部団体】

➢ 外部団体との間でも、児童生徒のデリケートな情報を取り扱う可能性もある。

➢ このため、教育委員会や学校との連絡・協議の場を既に有しており、信頼関係
のある団体を今後選出していく可能性が高い。

③ PF参加者の検討

➢ 現況把握

【認識共有】

➢ 連携プラットフォームとして、市長部局に発足する予定の「予防的支援チーム」におい
て、虐待やいじめ・不登校から子どもの命を守るために、教育委員会と市長部局が
連携を深めることについて、市長が「市政運営の基本方針」の中で打ち出した。

➢ 地域と学校がつながる必要性について投げかけるフォーラムをCS主催で開催した。

➢ 現況把握

【情報共有】

➢ 「生徒指導支援チーム」会議第一回において、個別の児童生徒に関する対応
状況や、適応指導教室の「前後」にある児童生徒の学校での状況を共有。今
後は、保護者の就労状況や連絡状況についても共有を行っていく予定である。

① 参加者間の孤独孤立に係る認識共有・情報共有

➢ 現況把握

➢ 試行的事業で試験的に導入した匿名相談アプリは、令和5年度も運用を継
続し、児童・生徒の相談内容を継続的に把握・分析する。

➢ 地方版連携PFとして令和5年4月を目途に新設予定の「予防的支援チーム」で
は、虐待やヤングケアラー、いじめ等の重大なケースを優先的に取り扱う方針で
ある。必要に応じて、匿名相談アプリを「予防的支援チーム」と連携予である。

➢ 令和５年度から児童生徒の心理状態を計測する質問紙調査を導入し、引き
続き学校内外の児童生徒の実態把握も行う。

➢ 現況把握

➢ 市内全域における相談アプリの導入にあたっては、事前にアプリ事業者による
「SOSの出し方教室」（＝出張授業）を実施し、児童生徒に丁寧に相談を呼
びかけた。合わせて、教育委員会として「声なき声を拾いたい」旨を発信した。

➢ 令和５年度市政運営方針の中で、「予防的支援チーム」の発足が明確に打ち
出されている。今年度の議会終了のタイミングで、施政方針として地域の広報
誌に掲載する予定である。

③ 施策の住民周知・巻き込み② 優先的に取り組む課題・施策検討

➢ 現況把握

➢ 教育という入り口から子どもや家庭の悩みを把握
してきたという経緯や、「生徒指導支援チーム」を
主導してきた経験がある、教育委員会学校教育
課が担当することとなった。

➢ 教育委員会は、要対協・民生委員・児童委員・
コミュニティ・スクールと連携体制・会議体を有する。

①孤独孤立に係る主担当部署の設定


